
 

会 議 録 

会議の名称 平成 30 年度第１回つくば市大規模事業評価委員会 

開催日時 平成 30 年 12 月４日 10 時 00 分開会 11 時 00 分閉会  

開催場所 つくば市役所 ５階 庁議室 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

出

席

者 

委員 髙橋博之委員、生田目美紀委員、藤井さやか委員、堀賢介委

員、松橋啓介委員、横張真委員 

その他  

事務局 神部政策イノベーション部長、片野政策イノベーション部次

長、大越企画経営課課長、勝村企画経営課課長補佐、吉岡企

画経営課課長補佐、中村行政経営係長、栗島主事 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ■一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 （１）大規模事業評価制度の概要について 

（２）今後の予定について 

会議録署名人  確定年月日 平成  年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 辞令交付 

３ あいさつ 

４ 委員長の選出について 

５ 議事 

６ その他 

７ 閉会 

 



 

○事務局 定刻となりましたので、ただいまから、平成 30 年度第１回大規模事

業評価委員会を開会いたします。 

 本日、司会進行をさせていただきます、事務局、企画経営課長補佐の勝村と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、委員になる方々への人事発令通知書を交付いたします。お一人

ずつお名前をお呼びいたしますので、呼ばれた方は前にお進みください。 

 

【五十嵐市長 人事発令通知書の交付】 

 

○事務局 それではここで、五十嵐市長よりご挨拶申し上げます。 

 

【五十嵐市長 あいさつ】 

 

○事務局 五十嵐市長は、この後別の公務がございますので、大変申し訳ござい

ませんが、ここで退席させていただきます。 

［五十嵐市長 退席］ 

○事務局 続きまして、市の出席者を紹介いたします。 

 

【事務局 職員紹介】 

 

○事務局 続きまして、「次第４ 委員長等の選出」に移らせていただきます。 

 本会議を運営するにあたりまして、委員長及び副委員長を選出していただきた

いと思います。 

 委員長及び副委員長の選出については、資料２にございます、つくば市大規模

事業評価委員会条例第５条第２項の規定により、「委員の互選により定める」と

規定しております。互選の方法については、委員の皆さまのご意見をお伺いした



 

いと考えております。もしご意見等がないようでしたら、事務局より提案させて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○事務局 よろしいでしょうか。それでは、事務局のほうより、横張委員を委員

長に推薦させていただきたいと思います。皆さまいかがでしょうか。 

〔「意義なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局 また、副委員長ですが、生田目委員を推薦させていただきたいと思い

ます。皆さまいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局 ありがとうございます。それでは、横張委員を委員長、生田目委員を

副委員長とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 つくば市大規模事業評価委員会条例第６条第２により、委員長は会議の議長と

なりますので、横張委員長には、議長席に移動をお願いしたいと思います。 

 それでは、横張委員長から一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○委員長 皆さま、おはようございます。ただいまご指名をいただきました、東

京大学の横張です。僭越ではございますが、ご指名ですので、謹んで、議長を務

めさせていただきます。ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。何か

一言あいさつということですが、先ほど市長のご挨拶にもございましたように、

本委員会ですが、この後事務局からご説明いただくような基本的な枠組みという

のができていることですけれども、同時にこれから、もし案件が立ち上がり、あ

るいは立ち上がった場合にも、この制度を今後どううまく作っていったらいい

か、あるいは運用していったらいいか、単にできているものをただアプライする

というだけではなくて、この制度の設計そのものにしろ、その運用の在り方も含

めて、ぜひ皆さまと一緒に活発な議論をしていけたらと思いますので、どうぞご

協力のほど、よろしくお願いいたします。 



 

○事務局 ありがとうございました。ここからは横張委員長に進行をお願いした

いと思います。横張委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長 かしこまりました。それでは、お手元に議事次第がございますが、こ

れに従いまして議事に移りたいかと存じます。 

 まず、会議の公開につきまして、資料の３と４をご覧いただきたいと思います。 

 この第１回目の会議につきましては、大規模事業評価制度の説明等が主な議題

となり、これは「つくば市会議公開条例」の非公開の会議に該当しないため、公

開で進めてまいりたいと思います。 

 次に、以降の会議についてですが、当該制度が、市が大規模事業に着手する際

の対応方針の決定について、意思形成過程の透明化を図ることを目的としている

ことから、原則公開とし、事業の妥当性等を評価・検証する際に個人を特定する

情報等のつくば市情報公開条例に規定される不開示情報が含まれる場合のみ、非

公開としたいと考えますけれども、そうした方針でいきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 はい、どうもありがとうございます。では、ご了承いただいたということで、

以上の方針に基づきまして、第１回は公開で、以降も原則は公開で、ただし、先

ほども申し上げましたように、特段の事情がある際には、その部分に限って非公

開という形で会議を進めさせていただきます。それでは、傍聴の方がいらっしゃ

いましたら入室をお願いいたします。いかがでしょうか。 

○事務局 本日、傍聴はいらっしゃいません。 

○委員長 はい。では、本日は傍聴者がいないということで、このまま会議を進

めさせていただきたいと思います。 

 次第５の１「大規模事業評価制度の概要について」、事務局から説明をお願い

いたします。 

○事務局 （資料１、２、５～８に基づき説明） 

     ・大規模事業評価委員会について（資料１、２） 



 

     ・制度の概要（資料５、６） 

     ・評価委員会の流れ（資料７） 

     ・標準スケジュール（資料８） 

○委員長 どうもありがとうございました。ただいま事務局よりご説明いただき

ました、大規模事業評価制度について、何かご意見及びご質問がありましたらお

伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

○委員 今の説明に含まれていたかどうかわからないのですが、大規模事業の実

施の流れイメージという図の中に、基本構想の策定という枠があって、その右側

に事業の内容性質等によっては基本構想の策定を行わない場合があるとあるの

ですが、策定しない場合だと、市民等への公表意見というのがこの大規模事業評

価制度の前には行われないようなことになるのかなと思うのですけれども、基本

構想の策定を行わない場合というのを少し例示してみるとどういう内容なのか

教えてください。 

○委員長 はい、いかがでしょうか。 

○事務局 この基本構想の決定ですが、教育局等を中心として、実施する際に基

本構想を明確に決めないような事業の決定方式があるようでして、その意見を受

け、庁内で基準をつくる際に、こういった文言を入れた形になります。市の大規

模事業については、そういった基本構想を決めない場合も含めまして、基本方針

のほうでは前もって市民から意見を聞くような、ご意見を伺いながら基本構想を

明確に決めて公表するという形ではなく、構想が定まった段階で、この評価に進

む形になるのですが、事前に市民の意見を聞いて、段階をつくっていくというこ

とには変わりはございませんので、要は決定という形を事業の中に含めている

か、含めていないかという形になります。 

○委員 すみません。具体に、例えばその基本構想を策定しないタイプの事業と

しては例示的にどのようなものがございますか。 

○事務局 具体的には学校等の建設になります。 



 

○委員長 なるほど。しかし、学校で 10 億円を超えるというのは相当な話です

よね。 

○事務局 この総事業費が土地込みの形となっております。 

○委員長 なるほど。土地込みでというとそうなってくるのですね。 

 そうすると今の話ですと、この最初のボックスとして市民ニーズの把握という

のがあるので、基本構想の策定がされないタイプの事業だったとしても、ここの

部分でカバーすると、そういう趣旨であるということですね。 

○事務局 おっしゃるとおりです。 

○委員長 そういうご説明でしたが、よろしいですか。 

○委員 はい、ありがとうございます。 

○委員長 他にいかがでしょうか。 

すみません。私のほうから一つ伺いたいのですけど、資料の２で委員会の設置

に関わる条例が示されていまして、その所掌のところで、市長の諮問に応じ大規

模事業の評価に関する事項と、これは要するに我々所掌するのだというふうに示

されておりますけれども、大規模事業の評価に関する事項というのは、ここに定

められている要綱に基本的に従うなかで、個別の案件に対して私たちが調査ない

しは、それに対する評価を行ったりするという意味か、この要綱の在り方とか、

そもそもの運用の在り方とかいったところも含めて私たちが議論できることな

のか、その辺はいかがでしょう。 

○事務局 一応、こちらの所掌事務という形で諮問に応じ、諮問というのは案件

ごとに、例えば○○施設の整備事業について諮問という形でご答申をいただくと

いう形になります。そのなかで、市役所でまず内部の評価によって決定されたも

のを皆さまに調査、審議いただいて、答申という形について市の本体としまして

は、当然その評価が正しいのか、実施するべきかしないかというもののご意見を

いただく形になるのですが、その中におきまして、ある程度この評価の仕組み自

体についても、別記と言いますか、こういった要綱というのは、こうしたほうが



 

もっといい評価になるというご意見のほうは当然いただけるものかと思ってお

ります。 

○委員長 はい、ありがとうございます。という理解で進めてよいということだ

そうです。よろしいでしょうか。 

○委員 こちらですね、去年の行政経営懇談会といったところで、一年間かけて

出し合って、最終的に事務局の方でつくっていただいたものです。そのときも、

やはり、実際やってみないとわからないということで、想定で、こういうことが

考えられるのではないかと一応制度はつくったのですけれど、やや重すぎる手続

きになっているのではないかとか、あるいは逆に漏れもあるかもしれません。そ

こはぜひ、運用していきながら、委員長おっしゃるとおり、どんどん改善してい

けるのが一番じゃないかなと思います。 

○委員長 そうですね。はい、どうもありがとうございます。そうおっしゃって

いただけると、だいぶ自由度が増すと言いますか、フレキシビリティが出てきて、

我々としても、何か案件があった際にはだいぶ幅広く議論できるのではないかな

というふうに思いますね。 

 他にいかがでしょうか、はい、どうぞ。 

○委員 これまでの市のいろいろな事業のなかで、今回のこの要綱にかかりそう

な事業のイメージと言いますか、先ほど学校というお話もありましたけれども、

例えばこのようなものだというのを少し教えておいていただけるとありがたい

と思います。 

○委員長 はい、お願いします。 

○事務局 ここ７、８年程度のものになりますが、今回 10 億円という総事業費

の線引きを引かせていただいているのですが、該当しそうなものがいくつか代表

的なものなのですが、消防本部、消防庁舎の新築工事ですね。このあたりが約 14

億かかっております。また、豊里の学校給食センター、こちらも平成 24 年にな

ったものなのですが、ここも 15 億くらい。あとは先ほど学校の話が出たのです



 

が、みどりの学園でしたり、葛城北部、今の学園の森義務教育学校ですね、こち

らのほうもそれぞれ約 60 億前後の事業となっております。あとは、違う施設で

すと、リサイクルセンター、今度新しく完成する形になるのですが、こちらも 28

年に事業決定されたものになるのですが、こちらも 40 億前後の事業になってお

ります。だいたい２年に１度くらいにはこういった 10 億円以上の施設整備事業

が発生しているようなペースでつくば市としてはここ 10 年程度来ています。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○委員長 はい、どうもありがとうございます。他にご質問等はいかがでしょう

か。 

 若干時間があるようですので、やや雑談的となってしまうかもしれませんが、

いまさら私が申すまでもないと思うのですけれども、つくば市の場合には、これ、

基本的に市が事業主体になるということが大前提になっているわけですけれど

も、市が事業主体ではない大規模な事業がつくば市の在り方に対して非常に大き

な影響を与えるというというのが、ある意味、この市の大きな特徴の一つではな

いかというふうに思うのですけれども、先ほども事務局のほうと雑談しておりま

して、なかなか難しい課題で、簡単に言いますと、例えば官舎の問題ですね、市

がどういうこともなかなかできないということが実態であると、それは私も重々

承知しておるのですが、一方で市民生活等に大変に大きな影響を与える事業なわ

けでして、それに対して私たちが本当にごめんなさいと、諸手を挙げて降参です

というふうにしか本当にできないのかというあたりはどうでしょうね。知恵を出

す余地もないのだろうかと。決して米軍基地が来る話ではないので。そこまでの

話ではない以上、もう少し市民とのある種の合意なり協議なりのもとにこうした

事業が進むということができないものなのだろうかというのが常々非常に疑問

に思っているところなのですが。皆さまどうお考えになりますか、私が言うのも

なんですけれども。それはそうだとおっしゃるでしょうけど。 



 

○委員 私もそれはもちろんそういう場が設けられればと思うのですけれども、

事務局にお伺いしたいのですけれども、こうした、例えば官舎の件とかというの

は、つくば市と協議みたいなのはどういう形で設けられているのですかね。それ

とも一切ない、ないということはないですよね。 

○事務局 財務省の関東財務局や、管轄している部署がありますので、そちらと

協議をしながら公務員宿舎の処分については要望という形で申し入れていると

いうような進め方になっていますね。 

○委員 私が答えるのはあれかもしれないですけれども、地区計画は売却前にか

けるということは、市としてもしてはくださっていて、その地区計画をかけるこ

と自体に財務省は反対していなくて、適切な市に合うものとしてかけていいとい

うことなのですけれども、もう少し市として踏み込む内容にしてもいいところを

遠慮しているなというのは感じていて、結構自由度の高い規制しかかけられてい

ないというのが現状ですね。 

○委員長 ありがとうございます。申し上げたかったことをおっしゃっていただ

きました。 

○委員 もう少し、外から、こうしたらということを言いたいなと常に思っては

いますけれども。 

○委員長 その辺、皆さま方お知恵をお持ちでいらっしゃるので、もう少しこう

いう踏み込んだこともできるはずだといったあたりも検討することも、つくば市

の大規模事業ということに関して言えば、検討してもいいのではないかなという

ふうに思いますね。 

 場合によっては国交省、都市局の担当に来ていただいて、少し勉強会のような

形で知恵を拝借するような機会等もあってもいいかもしれませんし、そういった

ようなことを含めて、もし可能であれば、検討させていただける機会があると、

本当の意味でのつくば市における大規模な事業に対して、一歩踏み込んだ形がで

きるのかなというふうに思う次第ですが。事務局いかがですか。 



 

○事務局 ご意見ありがとうございます。とりあえず今回設置した枠組みのなか

の直接の案件としては事業の案件を扱っていただくような話にはなると思うの

ですが、それと別の形で、今後そういう枠組みというのですか、市が事業主体で

ないものの枠組みの方向性についてはご意見をいただきながら新しい制度なの

か、今回の枠組みを拡張していくのか、いろいろ方法があると思うのですが、そ

ういった検討はぜひお願いしたいと思います。 

○事務局 今非常に重要なご意見をいただいて、特にうちの部の所掌ではないの

ですが、例えば今中心市街地の公務員官舎がなくなっているなかで、クレオの問

題とかもある中で、あの一体をどういうふうにまちとしてつくっていくのか。先

日、まちづくりヴィジョンというのを出させていただきましたが、今度はそれを

具体的に戦略もしくは計画という形に落とし込んでいかなければいけない中で、

そういったときにそういう官舎の跡地どうするのかとか、そこも含めてやってい

かなければいけなくて、そういった際にどういった手法がまず考えられるのかと

かそういったことを、これまでと同じやり方で対応できないのであれば、やはり

そういうのも考えて勉強していかなければならない、そういうことが必要なのか

なと思いますので、たぶんその具体的なところで言うと、今中心市街地の関係な

どでは、まさに喫緊でそういうところが必要なのかなと思います。そういったご

意見は非常に重要だと思いますので、市長にも申し伝えて、共有し、具体的にど

ういうふうにできるかというのをまた考えていきたいと思います。どうもありが

とうございます。 

○委員長 どうもありがとうございます。大変やんちゃなことを申しまして申し

訳ございませんが、せっかくこうして皆さま方にお集まりいただいて、いろいろ

な方面からのお知恵が拝借できる機会ではございますので、なかなか表だっては

っきりした動きとしてするのは難しいかもしれませんけれども、例えば先ほど申

しましたように、特番的に勉強会のような形で、さらにいろいろな方のお知恵を

拝借しながらこの問題について少し考えるような機会を持つとかですね、そうい



 

ったこともある種の仕込みとしては大事じゃないかと思いますので、もし許され

るようであればそうした機会も含めてご検討いただけるといいかなと思う次第

であります。 

 他になにか、ただいまのご説明等あるいは資料等でご質問等ございましたら。

はい、どうぞ。 

 

○委員 先ほどの委員長の話にまた乗っかってしまうかもしれませんが、市が直

接やる 10 億円の事業ではないかもしれないのですけれども、やはり大規模な土

地利用転換が起きるのに伴って道路を整備したりとか、派生して結構大きく市に

影響の起きそうな事業が、例えばクレオの跡地が先ほどちらっと出ましたけれど

も、あとは私が言っていいのかわかりませんけれども、筑波大学のアリーナ構想

とかなどは、あきらかに 10 億円を超えていて、しかも道路整備を伴う可能性が

あってとか、そういうこともあったり、最近はやはりマンション開発で学校が全

然キャパシティーが偏っていて、竹園地区はパンパンになっているのに、吾妻は

ガラガラとか、そういうアンバランスで市に負担がかかっているような動きとい

うものがあって、直接的な 10 億円ではないのですけれども、その周辺の一体的

にいろいろな事業のつながりみたいなものを、もし、すぐに案件が挙がってこな

いのであれば、影響を勉強するような機会があると、今後どういう対応が必要な

のかを検討する勉強になるのかなと思いました。 

○委員長 ありがとうございます。どうでしょう、今のご指摘の点ですね。間接

的に 10 億円そのものは市が管轄するものじゃなかったとしても、それに付帯的

に発生するようなケースとかですね、こういったケースをどう考えるのかという

ことも含めてですけれども。いかがでしょうか。 

○事務局 現状、行政経営懇談会でもご意見をいただきながら、この制度を設計

させていただいたような形になるのですが、当初つくば市としましては、今のと

ころ、施設整備事業というものが絡んだ市が実施するものというのを現状想定し



 

ている形になります。ただ、これをつくって策定したほぼ同時の段階で、先ほど

おっしゃられたようなクレオのような問題が出たこともありますので、今後この

制度の枠というものも、こういった事例がいろいろと積み重なるごとに、皆さま

の意見が集まれば、少し検討する余地というのが出てくるのかなと思いますが、

現状は施設整備というものの制度設計しかしていないというのが現状です。 

○委員 ただ、評価しなくてはいけない６つか７つの分野がどういうものがあり

そうかみたいなものの参考になるのかなと少し思いました。なので、内容を適応

するという意味ではないのですけれども、どういった影響範囲を考えればいいの

かを少し参考にできると、より、本当の案件が出てきたときに適切に議論できる

かなと思いました。 

○委員長 はい、ありがとうございます。うまい使い方をすれば、直接的に市が

やる事業ではなかったにしても、ある意味外堀を固めていってしまう形である程

度のコントロールを利かすということにもつなげ得る話になるのかもしれない

ですね。市が行う事業で 10 億円以上のもの及び市が行わないけれども 10 億円以

上のものに付帯するものというような、そういうものにしてしまうと。 

○委員 行政経営懇談会でも、確かに、この点が議論になって、ただ、出発点は

どちらかというと総合運動公園ですので、とりあえず、どうなるかわからないけ

れども、施設整備事業は網掛けようということでスタートさせてみようというと

ころなので、おっしゃるところは、確かに、加えてもいいと思いますね。クレオ

とかはいわゆる第三セクターの方式で出資なので、20 億だろうが 50 億だろうが

引っかかりませんというのは、市民感覚からすると「えっ」という話になると思

いますね。なので、これが完成形だとは到底言えないとは思うのですが、徐々に

やりながら、場合によっては、どうでしょう。この枠組みのなかではやっぱり施

設整備事業のみしかいけないのかなという気はするのですけれども、徐々に変え

ていけるような形が望ましいのだろうなとは思います。 

○委員長 ですから、例えば今のクレオの案件等ですけれども、その辺事務局の



 

ほうでも柔軟に挙げていただいて、今のこの要綱でいくと引っかからないけれど

も、例えば今おっしゃったような形で、少し要綱を改定すれば、引っかかり得る

ようなあたりに関して、要綱改定も含めつつ協議するような方向に持っていける

ようであると。しかもその間に外部からのお知恵も拝借しながら、ということで

あると、少し一歩突っ込んだ話ができる可能性が出てきますよね。そういったあ

たりぜひ柔軟にご検討いただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。当然、市が事業主体でやらないところをどう

見ていくかというのは、繰り返しになりますけれども、やはり重要だということ

は我々も認識しております。 

 ただ、今委員からもありましたように、今回の枠組みは市長からの諮問答申と

いうような形をとりますので、市長がどこまで諮問ができるかというようなこと

も含めて、そういう範囲を今後協議しながら、検討させていただきたいというの

が現状での回答になります。 

○委員長 最終的には、市長のご意向と言いますか、ご判断というのがだいぶ大

きく効いてくることもあろうかと思いますので、そちらにお預けする形にはなる

とは思うのですけれども。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 はい、では、大変いろいろなご意見をいただきまして、ありがとうございまし

た。これからの委員会の進め方が大変楽しみになってきましたけれども。それで

は、続きまして、次第の「（２）今後の予定について」ですが、事務局から説明

をお願いいたします。 

○事務局 はい、では、引き続きまして、事務局から今後の予定についてご説明

をさせていただきます。 

 基本構想等、策定段階等、施設所管課から相談があった場合につきましては、

委員長をはじめとしまして、皆さまのスケジュール調整にかからせていただくと

いうことになるかと思います。あくまでも、案件が発生し次第、調整等に入る形

になりますので、場合によっては今回の皆さまの任期中、平成 31 年度末まで案



 

件が発生しない場合も当然のことながらあり得るようになってきてしまいます。

発生次第、また皆さまと連絡調整して、２から３回予定される会議になりますの

で、なるべく前もって皆さまのスケジュールを確認するようにこちらも注意させ

ていただきたいかと思います。今後の予定については以上です。 

○委員長 はい、ありがとうございます。今の点につきまして、皆さま方から何

かご質問等はありますでしょうか。 

○委員 すみません。 

○委員長 はい、お願いします。 

○委員 事前にご説明いただいたときに聞いたかもしれないのですが、今回大規

模事業評価をするケースとしないケースで、基本構想を決めなきゃいけないタイ

ミングというのはどのくらい前倒しになるのか、スケジュール全体に与える影響

はどのくらいの期間になるのかを教えてください。 

○事務局 今回の大規模事業評価制度ができることによるスケジュールですが、

つくる際から前もって 10 億を超えるような事業については、しっかり時間をも

って考えようというのが、最初の一歩としてありましたので、当初、本来規定通

り半年程度の評価の期間というのをまず設けるような形で事業を設定しており

ます。ただ予算をとるという形で、その実施にかかる予算をとるという期間も含

めますと、ほぼレギュラーな期間をやると通常より１年、間に挟むような期間の

設計になってしまう形です。本当にその施設をオープンさせようと思ったタイミ

ングで逆算させて、補正等の予算に含めまして、実施を計画したうえでも、最低

限半年程度の期間の遅れというのは発生するようになると思います。 

○委員 はい、ありがとうございます。 

○委員長 よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか、よろしいでしょうか。

特に皆さま方からご質問やご意見等がございませんようでしたら、５（2）は以

上にさせていただきたいと思います。 

 続いて、次第６の「その他」でございますけれども、事務局から何かその他ご



 

ざいませんか。 

○事務局 その他のほうですが、本日、当市に過去に同様に付属機関等の委員の

実績がある方については、報酬等の支払先の登録がある方以外につきましては、

支払先等の委員情報の登録のための書類をお渡ししております。委員会終了後、

又は後日でもかまいませんので、こちらご提出をよろしくお願いいたします。す

でにご登録がある方におかれましても、登録口座の変更等ご希望がございました

ら、終了後に事務局までご相談をよろしくお願いいたします。「その他」につい

ては以上になります。 

○委員長 はい、ありがとうございました。皆さま方で何か確認事項はございま

すか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

○委員 議事録は要点だけをまとめたものがホームページ上に公開されるとい

うことだったでしょうか。確認させてください。 

○委員長 いかがでしょうか。 

○事務局 基本、逐語で。 

○委員長 逐語で、そうですか。 

○事務局 市役所全体で議事録の公開が決まっていまして、原則逐語に近い形で

つくるというようなルールになっておりまして、当然そのまま一言一句というこ

とではありませんが、形を整えて、逐語で原則は公開していきたいと考えており

ます。 

○委員長 では、ぜひ、公開前に委員の皆さまにおはかりいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。他はいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、本日予定しておりました案件は以上ですので、以上をもちまして、本日

の評価会議を閉会といたします。 

（了） 
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